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今後の原子力規制委員会における民間規格の活用について 

 
平成２５年６月１９日 

原子力規制委員会 
 
１． 経緯 
○発電用原子炉施設の詳細設計段階に適用する技術基準は、平成１７年に、実

施方法の詳細を規定する｢仕様規定｣から要求性能水準を規定する｢性能規定｣

に変更された。これにあわせ、技術基準を満たす詳細仕様を定める規格につ

いては、公正性、公平性、公開性が担保されたプロセスを経て策定される日

本原子力学会、日本機械学会及び日本電気協会等の民間規格（以下、学協会

規格という。）を活用することとなった。 
（※）学協会規格については、以下の観点からその活用を進めるとされた。 

・公平性、中立性、公開性を重視した規格は、その時点における最新の

技術的な知見が集約・反映された公共財的な性格を有する。 
・規制当局が学協会規格を活用する方針を示すことによって、学協会に

よる基準策定活動が活性化する。 
・これにより、最新の知見が反映された学協会規格が迅速に整備される

こととなれば、安全性向上にも望ましい。 
 
○これらは、米国等における原子力規制の仕組みを参考にしたものであり、個

別の学協会規格の活用の是非については、技術的な内容と併せ、策定プロセ

スが公正性、公平性、公開性を重視したものであるか（偏りのないメンバー

構成、議事の公開、公衆審査の実施、策定手続きの文書化及び公開等）につ

いて技術評価を行い、判断するとしている。 
 
○技術基準を満たす仕様規格として活用する日本機械学会、日本原子力学会、

日本電気協会等の規格を策定するため、これらの学協会に設置された委員会

には、海外の例も参考にしつつ、 
・規制当局としてのニーズや意見を規格策定過程に反映されるようにする 
・当該規格の規制基準への適合性の確認を効率的に行う 
・規格に関する最新の知見を入手する 
観点から、従来、原子力安全・保安院の職員が、規制業務に係る経験を有す

る者として参画してきてきた。 
 

○平成 24 年度第 11 回原子力規制委員会（平成 24 年 11 月 14 日）において、
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今後の学協会規格の活用と学協会規格策定委員会への参画について検討を行

い、原子力規制庁より、引き続き技術評価を行った上で学協会規格を活用す

ること、規制庁職員の学協会規格策定委員会への出席は、ニーズや意見の表

明、情報の収集を行う形に留めることを提案した。これに対し、原子力規制

委員からは、 

 学協会規格策定委員会の委員構成の中立性について、一部の業種に偏ら

ないものとはなっているが、電力会社、メーカー等の原子力事業関係者

が過半を占めている。 

 規格策定プロセスのトレーサビリティを確保するためには、速記録を作

成する、録音を参照できるようにする等、透明性、公開性を高める必要

ある。 

等の指摘があり、継続審議となった。 
 

○原子力規制委員会での指摘を踏まえ、原子力規制庁から３学協会に対し、学

協会規格策定委員会の委員構成等に係る学協会としての考え方について確認

したい旨要請した。これに対し、３学協会から以下を概要とする回答があっ

た（平成２５年４月２６日付 添付資料１）。 

 民間規格・基準は、使用する当事者が策定する「民間の自主的取り組み」

にこそ意義がある。 

 各委員は、各学協会で定めた倫理規定に従い、技術者・専門家として規

格策定に参加しており、所属組織の「肩書」等に係わらず客観性や公平

性を確保している。 

 更なる透明性確保のための規格策定の在り方については、継続的に検討

していきたい。 
議事録については、分かり易い議事録作成に努める。議事の録音につ

いては、品質を問わなければ採録は可能。今後、取り扱いを定め、要求

があれば第三者へ提供することを検討。 
 
 
 
２． 今後の対応 
○ 許認可申請図書において引用される学協会規格について、性能規定化された

規制要求に対する容認可能な実施方法としてあらかじめ評価しておくこと
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は、効率的な審査の実施に資すると考えられる。 
○ 一方、学協会規格策定委員会は、学協会規格について、その策定プロセスの

公正性、公平性、公開性を確保しているとする一方、「民間の自主的取り組

みとして、その当事者が策定する」としており、現状の原子力事業者を中心

とする委員構成を変更しないとしている。 
○ このため、学協会規格を含む民間規格については、その策定プロセス等によ

らず、規定内容が技術的に妥当であるかという観点から、原子力規制委員会

として技術評価を行う。 
○ 民間規格の技術評価のための仕組みを、以下のとおりとする。 
 
（体制の構築） 

・ 学協会規格の技術評価は、原子力規制委員会委員、原子力規制庁職員及び

技術支援機関職員による検討チームにおいて実施する。必要な場合には、

当該学協会規格策定に関与していない外部有識者の参加を得る。 
・ 技術評価プロセスは以下のとおりとする。 

① 検討チームにおいて、評価対象とする民間規格の技術評価書案及び民間

規格を引用する基準解釈文書案を作成する。 
② その過程において、必要に応じ、学協会規格策定委員会若しくはその下

部委員会の参加者に対し評価対象とする規格基準の技術的根拠等に係

る説明を要請する。 
③ 検討チームの会合は、公開とする。 
④ 技術評価書案及び基準解釈文書案に対しては、パブリックコメントを実

施する。 
⑤ 原子力規制委員会において、技術評価書及び基準解釈文書を決定する。 

（計画的な技術評価の実施） 
・ 民間規格の策定動向について情報収集し、設置許可基準1、技術基準2を満

たす仕様規格として、事業者からの申請において使用が見込まれる民間規

格の存否を、原子力規制庁において検討する。 
・ 設置許可基準、技術基準の解釈文書において引用している民間規格につい

ては、その改訂動向について情報収集し、基準解釈文書の改訂が必要とな

るものの存否を原子力規制庁において検討する。 
・ 以上を踏まえ、技術評価及び基準解釈文書において引用する民間規格とし

て優先度の高いものについて、計画的に技術評価を実施する。 
・ 技術評価の実施に係る計画は、原子力規制委員会に報告し、その承認を受

                                            
1 実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 
2 実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則 
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ける。 
（民間規格策定団体との関係） 

・ 原子力規制庁職員及び技術評価に参加する技術支援機関職員が、 
 日本原子力学会、日本機械学会、日本電気協会等における規格策定のた

めの委員会 
 原子力関連学協会規格類協議会 

に参加する場合は、規格策定を行う委員ではない立場とする。この際、必

要に応じ、基準解釈文書における民間規格の引用の必要性、技術評価の計

画等について情報を提供する。 




















